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本ダイジェスト版マニュアルは，工事規制，事前規制，災害規制の 

登録例について説明します。 

処理の流れは，以下となります。 

 

 ①システムの起動 ・・・・・・・・・・・ 2 

 ②ログイン  ・・・・・・・・・・・ 3 

 ③該当箇所の表示 ・・・・・・・・・・・ 4 

 ④仮登録（工事規制の登録） ・・・・・・・ 6 

 ⑤規制箇所の登録 ・・・・・・・・・・・ 7 

 ⑥規制区間の登録 ・・・・・・・・・・・ 8 

 ⑦迂回路の登録 ・・・・・・・・・・・ 9 

 ⑧仮登録入力フォーム（工事規制） ・・・12 

 ⑨決裁調書の確認 ・・・・・・・・・・・13 

 ⑩仮登録（事前規制の登録） ・・・・・・・14 

 ⑪仮登録入力フォーム（事前規制） ・・・16 

 ⑫仮登録（災害規制の登録） ・・・・・・・17 

 ⑬仮登録入力フォーム（災害規制） ・・・20 

 ⑭国様式２の確認 ・・・・・・・・・・・21 

 ⑮本登録 ・・・・・・・・・・・・・・・22 

 ⑯本登録後の規制解除 ・・・・・・・・・・・23 

 ⑰規制修正 ・・・・・・・・・・・・・・・25 

 ⑱FAX送信機能 ・・・・・・・・・・・・・・・27 

 ⑱マスタメンテナンス ・・・・・・・・・・・33 

 ⑲担当課マスタメンテナンス ・・・・・・・34 

 ⑳関係機関マスタメンテナンス ・・・・・・・35 

 

詳細な操作方法につきましては，操作マニュアルを参照ください。
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①システムの起動 

 

 Microsoft Internet Explorer から，下記アドレスを入力し 

「広島県道路規制情報管理システム」を起動してください。 

 アドレス「http://www.dogis2.pref.hiroshima.lg.jp/roadinfo/」 

 

【起動画面】 
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②ログイン 

 規制情報の登録は，システムへのログインが必要です。 

 

 

 

 

【ログイン画面】 

 

 

【西部でログイン後の画面】 

 

ログイン画面から，事務所選択から該当

の事務所（ここでは西部）を選択し，パ

スワードを入力し［ＯＫ］ボタンをクリ

ックします。 

画面左上の業務内容の（ログイン）ボタ

ンをクリックします。 

ログイン後は，ログインした事務所の規

制情報のみを表示します。 
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③該当箇所の表示 

 

 
 

 
 

 

西部建設事務所を中心に地図を移動します。 

ここから，各規制情報の登録について説明します。 

西部建設事務所付近の工事規制情報を登録する仮定でご説明します。 

まず，規制情報を登録する箇所を事前に表示し，必要な情報を登録します。 

管轄事務所の（西部）ボタンをクリックすると，地図の中心に該当の管轄事務所が移動します。 

縮尺を変更し地図を拡大します。 

※マウスのスクロール機能を利用して

も，拡大縮小が行えます。 
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【縮尺の変更後（拡大）の表示】 

 
 

地図の移動方法について 

・左にある，全体図の地図上でマウスポインタ「  」を移動して，地図の 

移動が行えます。 

 

 

・また，左上の手のマークをクリックし，地図上でマウスポインタ「  」の 

移動でも地図移動が可能です。 

 

 

 

・マウスポインタが，「  」の場合は，地図の移動が可能です。  

地図の移動方法 

西部建設事務所を中心に地図の拡大

表示を行います。 
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④仮登録（工事規制の登録） 

 

 

 

 

 

 
 

 

業務内容の（仮登録）ボタンをクリック

します。 

規制種別選択から，工事規制を選択し，

［ＯＫ］ボタンをクリックします。 

「  」のマウスポインタを，対象とな

る路線をクリックし選択します。 

次頁参照お願いします。 

規制情報は，【仮登録】→【決裁調書の確認】→【本登録】の順に登録を行い，規

制情報閲覧・公開を行います。 

路線が選択されていない場合，「選択可

能な路線がありませんでした。」のエラ

ーメッセージが表示されます。 

路線をクリックしても実際には選択さ

れていない場合がありますので，ご注意

ください。 
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⑤規制箇所の登録 

 

 

続けて規制区間を指定します。 

 

     

 

 

 

               

クリックした地点と路線が色付けされ

ます。 

正しい路線が選択されていることを確

認し，確認メッセージボックスの［ＯＫ］

ボタンをクリックします。 

 

※ここでクリックした箇所が規制アイ

コンの表示される地点となります。 

規制区間を登録する場合は，「規制区間

を指定しますか？」の確認メッセージが

表示され，［ＯＫ］ボタンをクリックし

ます。 

区間を指定しない，地点のみ登録の場合

は「キャンセル」ボタンから， 

「この位置を登録しますか？」の確認メ

ッセージが表示されます。 

［ＯＫ］ボタンをクリックすると，地点

の登録が完了し，迂回路の設定及び規制

詳細（仮登録フォーム）画面を表示しま

す。 

仮登録は全てキャンセル 

⑦迂回路の設定へ P9 

⑥規制区間の登録 P8 

地点のみの登録 規制区間の登録

へ進みます 
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⑥規制区間の登録 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

選択した路線の規制区間となる，起点

と終点をそれぞれクリックします。 

 

※起点と終点が離れていて地図移動が

必要な場合は，全体図パネルに表示され

る赤枠をクリックしながらマウスを移

動させることで地図の表示範囲を移動

させることができます。 

P5 の地図の移動方法を参照お願いしま

す。 

規制区間が色づけされ，対象の距離が

表示されます。 

 

※選択する区間によっては意図したと

おりに選択できない場合があります。そ

の場合は仮登録をやり直してください。 

なお，正常に選択されない場合がありま

すので，その場合は，区間の登録はせず，

地点（中心位置）のみ指定してください。 

確認メッセージが表示されるので，規

制区間が正しければ［ＯＫ］ボタンをク

リックし，規制登録を続行してくださ

い。 

区間登録，地点登録が完了すると，迂

回路選択を行います。 

迂回路の登録はキャンセルし仮登録入力フォーム

の登録に遷移します。P12 

 

● 

● 
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⑦迂回路の登録 

 

 

 

迂回路（路線）の選択メッセージが表

示され，［ＯＫ］ボタンをクリックし迂

回路の設定を行います。 

選択した区間が青色で色分けされます。 

交差点間の区間を選択します。 

「 」をマウスポインタと仮定して

ご説明します。 

 

選択した区間が青色で色分けされます。 

交差点間の区間を選択します。 

選択した区間が青色で色分けされます。 

交差点間の区間を選択します。 

「始めから」：迂回路設定のやり直し 

「１つ戻る」：１回前の操作に戻ります 

「区間を決定」：迂回路の選択を終了 
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選択途中で，地図の拡大が行えます。 

迂回路とする路線の区間をすべて選択

します。 

選択した区間が青色で色分けされます。 

交差点間の区間を選択でします。 

選択した区間が青色で色分けされます。 

交差点間の区間を選択します。 
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迂回路の選択を終了する場合は， 

「区間を決定」をクリックし，「迂回路

の選択を終了します。よろしいです

か？」の確認メッセージから［ＯＫ］ボ

タンをクリックし，迂回路の選択を終了

します。 

迂回路の設定を終了する場合は，「設定

終了」をクリックしてください。 

［ＯＫ］ボタンをクリックし，迂回路の

設定を終了します。 

迂回路の登録，選択，変更は，詳細パ

ネルからも行えます。 
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⑧仮登録入力フォーム（工事規制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

仮登録入力フォーム（工事規制）から，

必要な情報を登録してください。 

 

各内容を選択し，「仮登録」ボタンを

クリックすると規制情報が登録されま

す。 

 

入力できない箇所はグレー表示され

ます。 

項目名が        の項目は

入力必須項目です。「必須」と同様です。 

「公開」は県民に公開される情報にな

ります。 

「迂回路選択・変更」ボタンから，迂回

路の選択・変更が行えます。 

「仮登録」実行後，決裁調書の表示を行

い確認してください。 

次頁参照願います。 

「連絡先選択・変更」ボタンから，連絡

先の選択・変更が行えます。 

オレンジ色 
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⑨決裁調書の確認 

◆決済調書（Excel）の確認 

 
 

 
 

 

 

  

仮登録後，決裁調書の確認を行ってく

ださい。 

仮登録だけでは，地図及び一覧の表示

は行いません。 

仮登録後は本登録を行うことで，規制

情報が地図表示エリア及び規制情報一

覧表示エリアに表示されるようになり

ます。 

決裁調書を出力し，内容の確認を行って

ください。 

「仮登録」以降の操作手順は，P22「⑮

本登録」で説明します。 
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⑩仮登録（事前規制の登録） 

  

次に，事前規制の仮登録方法について説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

業務内容の（仮登録）ボタンをクリッ

クします。 

規制種別選択から，事前規制と規制指

定方法を選択し，［ＯＫ］ボタンをクリ

ックします。 

規制情報は，【仮登録】→【決裁調書の確認】→【本登録】の順に登録を行い，

規制情報閲覧・公開を行います。 

規制指定方法は，「地図から指定する」

にチェックすると，地図画面上に事前通

行規制区間が表示されます。 

該当する事前通行規制区間をクリッ

クすると，規制詳細画面が表示されま

す。（次項へ続く） 

事前規制を選択すると表示され

ます。 



 

広島県道路規制情報管理システム 

ダイジェスト版 

 

 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当する事前通行規制区間を

クリックしてください。 

確認メッセージで「OK」ボタン

をクリックすると，規制詳細画

面が表示されます。 

「一覧から指定する」をチェックすると，「事前通行規制区間一覧」パネルに事前通行規制区間が表示されます。 

該当する規制の「対象」項目にチェックをつけて，「選択」ボタンをクリックすると，規制詳細画面が表示されます。 

該当する規制を選択してください。 

選択ボタンをクリックすると規

制詳細画面が表示されます。 

ボタンをクリックすると，規制詳細画面

が表示されます。 

「ＯＫ」ボタンをクリックした場合は，

迂回路項目が変更可能になります。 

 

ボタンをクリックすると，規制詳細画面

が表示されます。 

「ＯＫ」ボタンをクリックした場合は，

迂回路項目が変更可能になります。 
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⑪仮登録入力フォーム（事前規制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮登録入力フォーム（事前規制）から，

必要な情報を登録してください。 

 

各内容を選択し，「仮登録」ボタンを

クリックすると規制情報が登録されま

す。 

 

入力できない箇所はグレー表示され

ます。 

項目名が        の項目は

入力必須項目です。「必須」と同様です。 

「公開」は県民に公開される情報にな

ります。 

オレンジ色 

「仮登録」実行後，決裁調書を表示させ，

内容を確認してください。 

次頁参照願います。 
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⑫仮登録（災害規制の登録） 

  

最後に，災害規制の仮登録方法について説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規制情報は，【仮登録】→【決裁調書の確認】→【本登録】の順に登録を行い，

規制情報閲覧・公開を行います。 

規制種別選択から，災害規制（異常気

象時）を選択し，［ＯＫ］ボタンをクリ

ックします。 

対象となる路線をクリックします。 

路線をクリックしない場合，エラーメ

ッセージが表示されます。 

クリックした地点と路線が色付けさ

れます。 

正しい路線が選択されていることを

確認し，確認メッセージボックスの［Ｏ

Ｋ］ボタンをクリックします。 

※ここでクリックした箇所が規制ア

イコンの表示される地点となります。 
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区間登録 地点登録 

規制区間を登録する場合は，［ＯＫ］

ボタンをクリックします。 

地点のみの指定で区間を指定しない

場合，「キャンセル」ボタンから「地点

確認」ダイアログボックスが表示されま

す。 

［ＯＫ］ボタンをクリックすると，地

点登録が完了し規制詳細（仮登録入力フ

ォーム）画面を表示します。 

の

み

の

指

定

で

区

間

を

指

定

し

な

い

場

合

，

「

キ

ャ

ン

セ

ル

」

ボ

タ

ン

か

ら

「

地

点

確

認

」

ダ

イ

ア

ロ

グ

ボ

選択した路線の規制区間となる，起点

と終点をそれぞれクリックします。 

 

※起点と終点が離れていて地図移動

が必要な場合は，全体図パネルに表示さ

れる赤枠をクリックしながらマウスを

移動させることで地図の表示範囲を移

動させることができます 

の

み

の

指

定

で

区

間

を

指

定

し

な

い

場

合

，

「

キ

ャ

ン

セ

ル

」

ボ

タ

ン

か

ら

規制区間が色づけされ，対象の距離が

表示されます。 

※選択する区間によっては意図した

とおりに選択できない場合があります

ので，その場合には，仮登録をやり直し

てください。 

数度やり直しても正常に選択されな

い場合は，区間は選択せずに地点（中心

位置）のみ指定してください。 

※

選

択

す

る

区

間

に

よ

っ

て

は

意
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確認メッセージが表示されるので，規

制区間が正しければ［ＯＫ］ボタンで規

制登録を続行してください 

※

選

択

す

る

区

間

に

よ

っ

て

は

意

図

し

た

と

お

り

に

選

択

で

き

な

い

場

合

が

あ

り

ま

す

。 

その場合は，仮登録をやり

直してください 

※

選

択

す

る

区

間

に

確認メッセージが表示されるので，規

制区間が正しければ［ＯＫ］ボタンで規

制登録を続行してください 

区間登録及び地点登録が完了すると，

迂回路選択を行います。 

規制に迂回路がある場合は，確認メッ

セージの「ＯＫ」ボタンをクリックする

ことで，迂回路の指定ができます 

迂回路登録後，規制詳細（仮登録入力

フォーム）画面が表示されます 

迂回路がない場合，確認メッセージの

「キャンセル」ボタンをクリックするこ

とで，規制詳細（仮登録入力フォーム）

画面を表示します 

※迂回路の設定方法については，P9

「⑦迂回路の設定」を参照してください 

※

選

択

す

る

区

間

に

よ

っ

て

は

意

図

し

た

と

お

り

に

選

択

で

き
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⑬仮登録入力フォーム（災害規制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮登録入力フォーム（災害規制）から，

必要な情報を登録してください。 

 

各内容を選択し，「仮登録」ボタンを

クリックすると規制情報が登録されま

す。 

 

入力できない箇所はグレー表示され

ます。 

項目名が        の項目は

入力必須項目です。「必須」と同様です。 

「公開」は県民に公開される情報にな

ります。 

オレンジ色 
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⑭国様式２の確認 

災害規制，事故規制を登録した場合には，国様式２の調書（パワーポイント） 

が作成されます。 

 

◆国様式２（PowerPoint）の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国様式２の調書を出力し，内容の確認

を行ってください。 

仮登録入力フォーム（災害規制）から，

必要な情報を登録してください。 

 

各内容を選択し，「仮登録」ボタンを

クリックすると規制情報が登録されま

す。 

 

入力できない箇所はグレー表示され

ます。 

項目名が        の項目は

入力必須項目です。「必須」と同様です。 

「公開」は県民に公開される情報にな

ります。 

「仮登録」実行後，決裁調書を表示させ，

内容を確認してください。 

次頁参照願います。 
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⑮本登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本登録ボタン）をクリックすると，仮

登録一覧が表示されます。 

選択のチェックボックスにチェック

し，本登録ボタンをクリックし本登録し

ます。 

本登録を行う前に，決裁調書，詳細情

報を確認してください。 

 

※本登録が完了したら，決裁調書の

「本登録完了チェック欄」へチェック記

入してください。 
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⑯本登録後の規制解除 

 

 

 

 

 

 

 

本登録後の規制解除は，本登録編集フォームから「仮解除フォーム」ボタンをクリッ

クし，解除フォームを表示し登録解除を行ないます。 

本登録後の規制解除は，ログイン後，

一覧にある該当の「路線名称」をクリッ

クし，「工事規制」を開きます。 

・
・
・ 

「編集フォーム（工事規制）」から，下

部にある「仮解除フォーム」ボタンをク

リックします。 

「工事規制」画面にある「詳細」ボタン

をクリックし，「編集フォーム（工事規

制）」を開きます。 

仮解除入力フォーム（工事規制）から，

必要な情報を登録してください。 

 

各内容を登録し，「仮解除」ボタンを

クリックすると確認メッセージが表示

されます。 

 

入力できない箇所はグレー表示され

ます。 

項目名が        の項目は

入力必須項目です。「必須」と同様です。 

「公開」は県民に公開される情報にな

ります。 

オレンジ色 



 

広島県道路規制情報管理システム 

ダイジェスト版 

 

 24 

 

 
解除フォームに必須項目を入力して，

仮解除ボタンをクリックすると確認メ

ッセージが表示されます。 

［ＯＫ］ボタンをクリックすると，規制

が仮解除データとして登録されます。 

仮解除後は，本登録処理を行い規制の

解除を確定します。 

本登録解除後は決裁調書の表示確認

メッセージが表示されます。 

［ＯＫ］ボタンをクリックすると，決裁

調書が表示されます。 

決裁調書を確認後，本登録を実行して

ください。P22からの操作と同じです。 
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⑰規制修正 

◆仮登録後の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

規制修正には，仮登録後の修正と，本登録後の修正の２パターンがありま

す。最初に，仮登録後の修正について説明します。 

修正を行う場合は，必ずログインを行ってください。 

仮登録後の修正は，ログイン後，（本

登録）ボタンから，仮登録一覧表示を行

い，該当の規制の「詳細」ボタンをクリ

ックし，「編集フォーム（工事規制）」を

開き，修正します。 

修正完了後は「訂正」ボタンをクリッ

クします。 

・
・
・ ・「迂回路選択・変更」 

 ：迂回路の変更を行います。 

・「位置補正」 

 ：規制箇所の変更を行います。 

・「訂正」 

 ：規制内容の修正を行った後再登録を

行います。 

・「削除」 

 ：仮登録データを削除します。 

・「閉じる」 

 ：本画面を閉じます。 
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◆本登録後の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本登録の変更は，編集フォームから行ないます。 

本登録の変更を行うと，変更したデータは仮登録データとして登録されます。 

本登録処理を行うまでは，地図・一覧には変更は反映されません。 

変更前の本登録データの内容は，編集不可の前歴として記録されます。 

本登録後の修正は，ログイン後，一覧

にある該当の「路線名称」をクリックし，

「工事規制」を開きます。 

・
・
・ 

「編集フォーム（工事規制）」から，変

更データを入力し，更新ボタンをクリッ

クすると，確認ダイアログボックスが表

示されます。 

「OK」ボタンをクリックすると，変更

内容が編集不可表示されます。 

編集されたデータは，仮登録データとし

て登録されます。 

（本登録処理の仮登録一覧画面から確

認できます。） 

「工事規制」画面にある「詳細」ボタン

をクリックし，「編集フォーム（工事規

制）」を開き修正を行います。 

本登録変更後は決裁調書の表示確認

メッセージが表示されます。 

決裁調書を確認後，本登録を実行して

ください。P22 からの操作と同じです。 

・「迂回路選択・変更」 

 ：迂回路の変更を行います。 

・「位置補正」 

 ：規制箇所の変更を行います。 

・「更新」 

 ：規制内容の修正を行った後再登録を

行います。 

・「仮解除フォーム」 

 ：本登録後の規制解除を行います。 

 P25 を参照願います。 

・「閉じる」 

 ：本画面を閉じます。 
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⑱FAX 送信機能 

◆仮登録時の連絡先指定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

FAX 送信を行う場合は，仮登録時に連絡先を指定し，本登録後に FAX 送信

用の専用画面から操作を行います。 

最初に，仮登録時の連絡先指定について説明します。 

連絡先の指定は，仮登録フォームの

「連絡先情報」欄から設定します。「連

絡先選択・変更」ボタンをクリックし，

「関係機関連絡先」を開き，設定します。 

 

・
・
・ 

・「連絡先選択・変更」 

 ：FAX 送信先の設定を行います。 
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・「選択」 

 ：設定を保持して本画面を閉じます。 

・「閉じる」 

 ：設定を保持せず本画面を閉じます。 

FAX 送信を行う連絡先をチェックボ

ックスで設定します。 

設定完了後は画面下部の「選択」ボタ

ンをクリックします。 

 

※FAX 番号が登録されていないリスト

は設定できません。 

※リストの追加，変更を行う場合は「関

係機関マスタメンテナンス」から行いま

す。 

「仮登録」実行後,FAX 送信データの表

示を行い確認してください。 

※FAX 送信データは決裁調書と同じ

Excel の別シートに表示されます。 
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◆本登録後の FAX 送信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本登録処理後に FAX 送信を促すメッセ

ージを表示します。 

［OK］ボタンをクリックすると,FAX 送

信用の専用画面を表示します。 

FAX送信データの確認が可能です。 
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FAX 送信用の専用画面から操作を行い

ます。 

※本画面からも FAX 送信先の再設定が

可能です。 

※本登録時に複数の規制を同時に登録

した場合，FAX 送信を行う規制をプル

ダウンで選択します。 

・「FAX 送信」 

 ：選択している関係機関に対して 

FAX 送信を行います。 

・「送信データ確認」 

 ：FAX 送信データ（pdf ファイル） 

  を表示します。 

・「閉じる」 

 ：本画面を閉じます。 

・「FAX 送信履歴へ」 

 ：FAX 送信履歴画面を表示します。 

 

選択した規制情報を表示します。 
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◆規制一覧からの FAX 送信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一覧にある該当の「規制名称」をクリ

ックし，「情報」を開きます。 

「情報」画面にある「FAX 送信」ボタン

をクリックし，「FAX 送信」を開き操作

を行います。 

FAX の再送信等，履歴確認を行う場合はトップページ

の規制一覧から操作します。 
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◆FAX 送信履歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAX 送信画面の「FAX 送信履歴へ」ボ

タンをクリックし，「FAX 送信履歴」を

表示します。 

・「表示」 

 ：送信先情報を表示します。 

・「送信データ」 

 ：FAX 送信データ（pdf ファイル） 

  を表示します。 

・「FAX 送信画面へ」 

 ：FAX 送信画面を表示します。 

 

FAX 送信履歴画面では FAX 送信毎の送信回数，送信日時，

送信先，規制状態（新規・変更・解除），送信データの確認

ができます。 
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⑲マスタメンテナンス 

 

【ログイン画面】 

 

 

【ログイン後の画面】 

 

 

【マスタメンテナンス画面】 

 

 

 

 

 

  

・「担当課マスタ」 

 ：ログインした事務所の担当課の設定

を行います。 

・「関係機関マスタ」 

 ：ログインした事務所の関係機関の設

定を行います。 

 

 

 

 

 

 

ログイン後，リンクエリアにある「マ

スタ」をクリックし，マスタメンテンス

画面を開きます。 
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⑳担当課マスタメンテナンス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【担当課マスタ一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【新規登録画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【編集画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・「新規登録」 

 ：担当課マスタへの新規登録を行ない

ます。新規登録画面を表示します。 

・「編集」 

 ：「対象」にチェックされた担当課デ

ータを編集します。編集画面を表示しま

す。 

 

 

 

 

 

ログインした事務所が表示

されます。 

・「登録」 

 ：担当課マスタにデータが新規登録さ

れます。 

・「一覧に戻る」 

 ：担当課マスタ一覧画面に戻ります。 

 

・「更新」 

 ：データ変更が反映されます。 

・「削除」 

 ：表示されているデータが担当課マス

タから削除されます。 

・「一覧に戻る」 

 ：担当課マスタ一覧画面に戻ります。 

 

マスタメニュー画面の「担当課マスタ」

リンクをクリックすることで，担当課マ

スタメンテナンス機能を使用できます。 
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㉑関係機関マスタメンテナンス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【関係機関マスタ一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【新規登録画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【編集画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「新規登録」 

 ：関係機関マスタへの新規登録を行な

います。新規登録画面を表示します。 

・「編集」 

 ：「対象」にチェックされた関係機関

データを編集します。編集画面を表示し

ます。 

 

 

 

 

 

ログインした事務所が表示

されます。 

・「登録」 

 ：関係機関マスタにデータが新規登録

されます。 

・「一覧に戻る」 

 ：関係機関マスタ一覧画面に戻りま

す。 

 

・「更新」 

 ：データ変更が反映されます。 

・「削除」 

 ：表示されているデータが関係機関マ

スタから削除されます。 

・「一覧に戻る」 

 ：関係機関マスタ一覧画面に戻りま

す。 

 

マスタメニュー画面の「関係機関マス

タ」リンクをクリックすることで，関係

機関マスタメンテナンス機能を使用で

きます。 

 

 

 


